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上
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、
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六
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第
二
章

先
哲
論
議

第
一
節

『漢
書
』『
唐
書
』『
宋
史
』
の
「
刑
法
志
」
の
抜
書
き

第
二
節

｢進
大
明
律
表
」
の
抜
書
き

第
三
節

『通
書
』『
二
程
遺
書
』『
東
坡
集
』
の
抜
書
き

第
四
節

『朱
子
語
類
』『
晦
菴
集
』『
南
軒
集
』
の
抜
書
き
（
以

上
、
本
号
）

第
二
章

先
哲
論
議

第
一
節

『漢
書
』『
唐
書
』『
宋
史
』
の
「
刑
法
志
」
の

抜
書
き

岩
村
藩
刊
本
の
第
十
四
丁
裏
第
三
行
か
ら
第
十
五
丁
表
第
九
行
ま
で
を

第
一
節
と
す
る
。
こ
の
部
分
は
、『
漢
書
』
巻
二
十
三
、
刑
法
志
、『
新
唐

書
』
巻
五
十
六
、
刑
法
志
、『
宋
史
』
巻
一
九
九
、
刑
法
志
一
の
文
章
の

抜
書
き
で
あ
る
。『
漢
書
』『
新
唐
書
』『
宋
史
』
は
中
華
書
局
の
点
校
本

を
見
た
。
和
訳
に
当
た
っ
て
は
、
内
田
智
雄
編
『
訳
注
中
国
歴
代
刑
法

志
』（
創
文
社
、
昭
和
三
十
九
年
。
二
十
八
頁
）、
同
編
『
訳
注
続
中
国
歴

代
刑
法
志
』（
創
文
社
、
昭
和
四
十
五
年
。
二
五
〇
頁
か
ら
三
頁
、
二
七

〇
頁
か
ら
一
頁
）、
梅
原
郁
編
『
訳
注
中
国
近
世
刑
法
志
（
上
）』（
創
文
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社
、
二
〇
〇
二
年
。
四
十
二
頁
か
ら
三
頁
、
五
十
七
頁
、
五
十
九
頁
か
ら

六
十
頁
、
六
十
三
頁
か
ら
四
頁
）
を
参
考
に
し
た
。

【和
訳
】

『
漢
書
』
刑
法
志
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
孝
文
帝
（
在
位
前

一
八
〇
～
前
一
五
七
）
が
即
位
す
る
と
、
自
ら
沈
思
黙
考
し
て
、
耕
作
や

養
蚕
を
勧
め
、
地
税
や
人
頭
税
を
減
ら
し
た
。
滅
亡
し
た
秦
朝
の
政
治
に

懲
り
憎
み
、
政
治
の
論
議
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
内
容
が
寛
大
で
親
切
で

あ
る
こ
と
を
心
掛
け
た
。
教
化
が
天
下
に
行
わ
れ
、
他
人
の
悪
事
を
告
発

す
る
風
潮
が
止
ん
だ
。
官
吏
は
そ
の
職
務
に
安
ん
じ
、
人
民
は
そ
の
仕
事

を
楽
し
ん
だ
。
国
庫
の
蓄
積
は
年
ご
と
に
増
し
、
人
口
も
殖
え
た
。
法
律

の
網
は
ゆ
る
や
か
に
な
り
、
重
罪
の
裁
判
が
一
年
間
に
わ
ず
か
四
百
件
に

と
ど
ま
っ
た
。
刑
が
用
い
ら
れ
な
い
状
況
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
と
。

【原
文
】

漢
書
刑
法
志
（『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
は
「
志
」
の
後
に
「
曰
」
が
あ

る
。）。
孝
文
即
位
、
躬
修
玄
黙
、
勧
課
（『
漢
書
』
刑
法
志
は
「
課
」
を

「
趣
」
に
作
る
。）
農
桑
、
減
省
租
賦
。
懲
悪
亡
秦
之
政
、
論
議
務
在
寛
厚
。

化
行
天
下
、
告
訐
之
俗
易
。
吏
安
其
官
、
民
楽
其
業
。
蓄
積
歳
増
、
戸
口

蕃
（『
漢
書
』
刑
法
志
は
「
蕃
」
を
「
寖
」
に
作
る
。）
息
。
禁
網
疏
闊
。

断
獄
四
百
、
有
刑
錯
之
風
焉
。（
以
上
、
第
十
四
丁
裏
第
三
行
か
ら
第
六

行
。）

【訓
読
】

漢
書
刑
法
志
。
孝
文
、
位
に
即
き
、
躬
ら
玄
黙
を
修
め
、
農
桑
を
勧
課

し
、
租
賦
を
減
省
す
。
亡
秦
の
政
を
懲
悪
し
、
論
議
、
務
め
寛
厚
に
在
り
。

化
、
天
下
に
行
わ
れ
て
、
告
訐
の
俗
、
易か

わ
る
。
吏
は
其
の
官
に
安
ん
じ
、

民
は
其
の
業
を
楽
し
む
。
蓄
積
、
歳
ご
と
に
増
し
、
戸
口
蕃
息
す
。
禁
網

疏
闊
す
。
獄
を
断
ず
る
こ
と
四
百
、
刑
錯
の
風
有
り
。

【和
訳
】

『
新
唐
書
』
刑
法
志
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
唐
の
高
祖
（
在

位
六
一
八
～
六
二
六
）
が
隋
の
禅
譲
を
受
け
た
時
、
劉
文
静
（
五
六
八
～

六
一
九
）
ら
に
命
じ
て
、
隋
の
開
皇
律
令
を
増
損
さ
せ
た
。
唐
の
刑
制
は

隋
の
旧
に
従
っ
た
。
一
に
笞
と
言
い
、
二
に
杖
と
言
い
、
三
に
徒
と
言
い
、

四
に
流
と
言
い
、
五
に
絞
・
斬
と
言
う
。（
原
注
。
隋
の
文
帝
か
ら
始
ま

り
、
今
に
至
る
ま
で
用
い
続
け
て
い
る
。）
第
二
代
太
宗
の
貞
観
年
間

（
六
二
七
～
六
四
九
）
の
初
め
、
威
刑
を
用
い
て
天
下
を
粛
正
す
る
こ
と

を
勧
め
る
者
が
い
た
。
そ
の
意
見
に
反
対
し
て
魏
徴
（
五
八
〇
～
六
四

三
）
が
「
王
政
は
仁
義
に
本
づ
き
ま
す
。」
と
上
言
し
た
。
太
宗
は
魏
徴

関
法
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の
意
見
に
従
っ
て
、
寛
仁
の
心
で
政
治
を
行
っ
た
。
貞
観
四
年
（
六
三

〇
）
に
天
下
で
死
刑
の
判
決
を
受
け
た
者
は
二
十
九
人
だ
け
で
あ
っ
た
。

と
。

【原
文
】

唐
書
刑
法
志
（『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
は
「
志
」
の
後
に
「
曰
」
が
あ

る
。）。
初
、
高
祖
受
隋
禅
、
命
劉
文
静
等
、
損
益
律
令
。
其
刑
制
、
因
隋

之
旧
。
一
曰
笞
、
二
曰
杖
、
三
曰
徒
、
四
曰
流
、
五
曰
絞
斬
。（
原
注
。

起
自
隋
文
、
至
今
承
用
。）
太
宗
貞
観
初
、
有
勧
用
威
刑
粛
天
下
者
。
魏

徴
言
、
王
政
本
乎
仁
義
（『
新
唐
書
』
刑
法
志
は
「
義
」
を
「
恩
」
に
作

る
。）。
遂
用
寛
仁
為
治
。
四
年
、
断
死
刑
（『
新
唐
書
』）
刑
法
志
は

「
刑
」
を
「
罪
」
に
作
る
。）
二
十
九
人
。（
以
上
、
第
十
四
丁
裏
第
七
行

か
ら
第
十
五
丁
表
第
一
行
。）

【訓
読
】

唐
書
刑
法
志
。
初
め
高
祖
、
隋
の
禅ゆ

ず

り
を
受
く
る
や
、
劉
文
静
等
に
命

じ
、
律
令
を
損
益
せ
し
む
。
其
の
刑
制
は
隋
の
旧
に
因
る
。
一
に
曰
く
笞
、

二
に
曰
く
杖
、
三
に
曰
く
徒
、
四
に
曰
く
流
、
五
に
曰
く
絞
斬
。（
原
注
。

隋
文
よ
り
起
こ
り
、
今
に
至
る
も
承
用
す
。）
太
宗
の
貞
観
の
初
め
、
威

刑
を
用
い
て
天
下
を
粛
す
る
を
勧
む
る
者
有
り
。
魏
徴
言
う
、
王
政
は
仁

義
に
本
づ
く
、
と
。
遂
に
寛
仁
を
用
い
て
治
を
為
す
。
四
年
、
死
刑
を
断

ず
る
こ
と
二
十
九
人
。

劉
文
静
は
、
字
は
肇
仁
。
武
徳
二
年
（
六
一
九
）
十
月
、
謀
反
の
罪
で

殺
さ
れ
た
。『
旧
唐
書
』
巻
五
十
七
、
劉
文
静
伝
に
「
高
祖
踐
祚
し
、
納

言
に
拜
せ
ら
る
。（
中
略
）
時
に
制
度
草
創
す
。
文
静
と
当
朝
通
識
の
士

と
に
命
じ
て
、
隋
の
開
皇
律
令
を
更
刊
し
て
之
れ
を
損
益
し
、
以
て
通
法

を
為つ

く

ら
し
む
。
高
祖
謂
い
て
曰
く
、
本
よ
り
法
令
を
設
く
る
は
、
人
を
し

て
共
に
解
せ
し
む
。
而
る
に
往
代
相
い
承
け
、
多
く
隠
語
と
為
る
。
執
法

の
官
、
此
れ
に
縁
り
て
舞
弄
す
。
宜
し
く
更
め
て
刊
定
し
、
務
め
て
知
り

易
か
ら
し
む
べ
し
。
と
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
隋
文
よ
り
起
こ
り
、
今
に
至
る
も
承
用
す
。」
と
い
う
注
は
、
お
そ
ら

く
呉
訥
の
文
で
あ
ろ
う
。

魏
徴
は
、
字
は
玄
成
。
太
宗
の
諫
臣
。『
旧
唐
書
』
巻
七
十
一
に
伝
が

あ
る
。

【和
訳
】

『
宋
史
』
刑
法
志
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
古
の
聖
王
が
刑
法

を
制
定
し
て
人
民
を
正
し
た
の
は
、
仁
義
に
本
づ
く
行
い
で
あ
っ
た
。
五

代
期
の
王
朝
が
衰
乱
し
、
法
網
が
煩
密
に
な
っ
た
。
宋
朝
が
成
立
す
る
と
、
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苛
酷
な
法
律
を
削
除
し
、
法
律
の
制
定
運
用
を
儒
臣
に
委
ね
た
。
科
挙
の

合
格
者
が
品
官
に
任
じ
ら
れ
る
時
は
皆
、
律
令
を
習
わ
せ
た
。
正
し
い
刑

よ
り
も
重
い
刑
を
科
し
た
罪
に
官
吏
が
一
た
び
当
て
ら
れ
る
と
、
一
生
、

昇
進
で
き
な
か
っ
た
。

開
宝
二
年
（
九
六
九
）
五
月
、
太
祖
は
詔
を
両
京
（
東
京
開
封
府
と
西

京
河
南
府
）
及
び
諸
州
に
下
し
、（
各
府
州
の
長
官
に
命
じ
て
、
獄
掾

（
裁
判
を
担
当
す
る
属
官
）
を
監
督
し
て
、
五
日
に
一
度
、
牢
獄
を
点
検

し
て
掃
除
し
、
手
か
せ
足
か
せ
を
洗
い
、
貧
し
い
囚
人
に
は
飲
食
を
与
え
、

病
囚
に
は
薬
を
与
え
、
軽
罪
の
囚
人
は
即
時
に
刑
を
執
行
し
て
釈
放
さ
せ

た
。
そ
れ
以
来
、
毎
年
仲
夏
に
必
ず
こ
の
詔
を
下
し
て
、
く
り
か
え
し
官

吏
を
戒
め
た
。

と
り
わ
け
、
賄
賂
を
貪
る
官
吏
を
処
罰
す
る
法
律
を
重
く
し
た
。
ゆ
え

に
（
以
下
の
文
は
前
の
文
と
つ
な
が
ら
な
い
。
後
述
。
佐
立
注
）、
定
め

ら
れ
た
法
律
の
内
容
は
厳
し
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
思
い
遣
り
の
心
で
法
律

を
適
用
し
た
。
賢
明
な
皇
帝
が
代
々
続
い
て
恩
沢
が
積
み
重
な
り
（
原
文
。

重
熙
累
洽
）、
人
民
は
そ
の
人
生
を
楽
し
ん
だ
。
国
が
南
遷
し
て
か
ら
も
、

思
い
遣
り
の
心
で
法
律
を
適
用
す
る
と
い
う
祖
宗
の
皇
帝
の
遺
志
は
消
滅

し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
。

【原
文
】

宋
史
刑
法
志
（『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
は
「
志
」
の
後
に
「
曰
」
が
あ

る
。）。
先
王
制
刑
法
糾
民
、
本
之
以
仁
義
（「
先
王
」
以
下
十
二
字
の
文

は
、『
宋
史
』
刑
法
志
で
は
「
先
王
有
刑
罰
以
糾
其
民
。（
中
略
）
蓋
裁
之

以
義
、
推
之
以
仁
。」
と
な
っ
て
い
る
。）。
五
季
衰
乱
、
禁
網
煩
密
。
宋

興
、
削
除
苛
峻
。
委
任
儒
臣
。
士
初
試
官
、
皆
習
律
令
。
一
坐
深
文
、
終

身
不
進
。
開
宝
二
年
五
月
、
太
祖
下
詔
両
京
諸
州
、
令
長
吏
督
獄
掾

（「
掾
」
は
も
と
「
椽
」
に
作
る
。『
宋
史
』
刑
法
志
及
び
『
重
刊
祥
刑
要

覧
』
に
従
っ
て
改
め
た
。）、
五
日
一
撿
視
、
洒
掃
牢
獄
、
洗
滌
杻
械
。
貧

者
給
飲
食
、
病
者
給
医
薬
。
軽
罪
者
、
即
時
決
遣
。
自
是
毎
仲
夏
、
必
以

是
申
勑
官
吏
。
尤
重
贓
吏
之
法
（『
宋
史
』
刑
法
志
に
「
尤
重
贓
吏
之
法
」

の
句
は
無
い
。）。
故
立
法
之
制
厳
、
而
用
法
之
情
恕
。
重
熙
累
洽
、
民
楽

其
生
。
国
既
南
遷
、
祖
宗
遺
意
、
亦
未
泯
焉
。（
以
上
、
第
十
五
丁
表
第

二
行
か
ら
第
九
行
。）

【訓
読
】

宋
史
刑
法
志
。
先
王
、
刑
法
を
制
し
民
を
糾
す
。
之
れ
を
本
づ
く
る
に

仁
義
を
以
て
す
。
五
季
衰
乱
し
、
禁
網
煩
密
た
り
。
宋
興
こ
る
。
苛
峻
を

削
除
し
、
儒
臣
に
委
任
す
。
士
、
初
め
官
に
試
せ
ら
る
る
や
、
皆
、
律
令

を
習
わ
し
む
。
一
た
び
深
文
に
坐
す
れ
ば
、
終
身
進
ま
ず
。
開
宝
二
年
五

月
、
太
祖
、
詔
を
両
京
諸
州
に
下
し
、
長
吏
を
し
て
獄
掾
を
督
し
、
五
日

関
法

第
六
九
巻
四
号

四

(九
五
五
)



に
一
た
び
撿
視
し
、
牢
獄
を
洒
掃
し
、
杻
械
を
洗
滌
し
、
貧
者
に
は
飲
食

を
給
し
、
病
者
に
は
医
薬
を
給
し
、
軽
罪
の
者
は
即
時
に
決
遣
せ
し
む
。

是
れ
よ
り
仲
夏
ご
と
に
必
ず
是
れ
を
以
て
官
吏
を
申
勑
す
。
尤
も
贓
吏
の

法
を
重
く
す
。
故
に
法
を
立
つ
る
の
制
、
厳
に
し
て
、
法
を
用
い
る
の
情
、

恕
た
り
。
重
熙
累
洽
、
民
、
其
の
生
を
楽
し
む
。
国
既
に
南
に
遷
る
も
、

祖
宗
の
遺
意
、
亦
た
未
だ
泯ほ

ろ

び
ざ
る
な
り
。

「
尤
も
贓
吏
の
法
を
重
く
す
。
故
に
立
法
の
制
は
厳
な
る
も
、
用
法
の

情
は
恕
た
り
。」
と
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
「
故
に
」
以
下
の
文
と
そ
の
前

の
文
と
が
つ
な
が
ら
な
い
。『
宋
史
』
刑
法
志
で
は
「
故
に
」
以
下
の
文

は
「
其
君
一
以
寛
仁
為
治
。（
其
れ
君
は
一
に
寛
仁
を
以
て
治
を
為
す
。）」

と
い
う
文
に
続
い
て
い
る
。
ま
た
、『
宋
史
』
刑
法
志
に
は
「
尤
重
贓
吏

之
法
。」
と
い
う
文
は
な
い
。『
宋
史
』
巻
二
百
、
刑
法
志
二
の
は
じ
め
の

方
に
「
時
郡
県
吏
、
承
五
季
之
習
、
黷
貨
厲
民
。
故
尤
厳
貪
墨
之
罪
。

（
時
に
郡
県
の
吏
、
五
季
の
習
い
を
承
け
、
貨
を
黷け

が

し
て
民
を
厲し

い
たぐ
。
故

に
尤
も
貪
墨
の
罪
を
厳
し
く
す
。）」
と
い
う
文
が
あ
る
。

第
二
節

｢進
大
明
律
表
」
の
抜
書
き

岩
村
藩
刊
本
の
第
十
五
丁
表
第
十
行
か
ら
第
十
六
丁
裏
第
六
行
ま
で
を

第
二
節
と
す
る
。
こ
の
部
分
は
、
明
の
宋
濂
（
一
三
一
〇
～
一
三
八
一
）

が
撰
述
し
た
「
進
大
明
律
表
（
大
明
律
を
進

た
て
ま
つる
表
）」
の
抜
書
き
で
あ
る
。

「
進
大
明
律
表
」
は
、
洪
武
七
年
（
一
三
七
四
）
二
月
に
完
成
し
た
『
大

明
律
』
全
三
十
巻
計
六
百
六
条
を
太
祖
皇
帝
に
進
上
し
た
時
に
た
て
ま

つ
っ
た
文
章
で
あ
る
。
こ
の
明
律
は
現
存
し
な
い
。
現
在
伝
わ
っ
て
い
る

明
律
は
、
洪
武
三
十
年
（
一
三
九
七
）
五
月
に
頒
行
さ
れ
た
全
三
十
巻
計

四
百
六
十
条
の
も
の
で
あ
る
。
宋
濂
は
、
字
は
景
濂
。『
元
史
』
編
修
の

総
裁
官
に
充
て
ら
れ
た
。『
明
史
』
巻
一
二
八
に
伝
が
あ
る
。「
進
大
明
律

表
」
は
『
文
憲
集
』（
景
印
四
庫
全
書
本
）
巻
一
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も

の
を
見
た
。
明
の
章
潢
が
編
集
し
た
『
図
書
編
』（
万
暦
五
年
（
一
五
七

七
）
に
完
成
し
た
。）
の
巻
一
二
三
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
大
明
律
表
」

は
、
抜
書
き
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
、『
祥
刑
要
覧
』
に
抜
書
き
さ
れ
て
い

る
「
進
大
明
律
表
」
の
箇
所
と
一
致
し
て
い
る
の
で
、『
図
書
編
』
の

「
大
明
律
表
」
は
『
祥
刑
要
覧
』
所
載
「
進
大
明
律
表
」
の
孫
引
き
で
あ

ろ
う
。『
図
書
編
』
は
景
印
四
庫
全
書
本
を
見
た
。

【和
訳
】

本
朝
の
翰
林
院
学
士
の
宋
濂
が
「
進
大
明
律
表
」
を
作
っ
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
（
七
）

五

(九
五
四
)



「
黄
帝
以
来
、
代
々
の
帝
王
が
刑
官
を
設
け
、
五
種
類
の
刑
を
定
め
た

法
が
だ
ん
だ
ん
形
を
成
し
て
き
ま
し
た
。
魏
の
文
侯
（
在
位
前
四
二
四
～

前
三
八
七
）
が
李
悝カ

イ

を
師
と
し
ま
す
と
、
李
悝
は
始
め
て
諸
国
の
刑
法
を

採
っ
て
『
法
経
』
六
篇
を
編
纂
し
ま
し
た
。
前
漢
の
蕭
何
（
恵
帝
二
年

（
前
一
九
三
）
歿
）
が
三
篇
を
加
え
、
通
し
て
『
九
章
』
と
呼
び
ま
し
た
。

曹
魏
の
劉
劭
（
生
歿
年
不
詳
）
が
さ
ら
に
漢
律
を
増
補
し
て
十
八
篇
の
律

を
編
纂
し
ま
し
た
。
晋
の
賈
充
（
二
一
七
～
二
八
二
）
が
さ
ら
に
魏
律
を

参
酌
し
て
二
十
篇
の
律
を
編
纂
し
ま
し
た
。
唐
の
長
孫
無
忌
（
顕
慶
四
年

（
六
五
九
）
歿
）
ら
が
さ
ら
に
漢
魏
晋
の
三
律
の
中
か
ら
、
行
用
す
べ
き

条
文
を
選
び
取
っ
て
、
十
二
篇
の
律
を
編
纂
し
ま
し
た
。
見
た
と
こ
ろ
歴

朝
の
律
は
皆
、『
九
章
』
の
律
を
基
本
と
し
て
い
ま
す
。
歴
朝
の
律
は
唐

に
至
っ
て
、
唐
律
と
し
て
集
大
成
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

恐
れ
多
く
も
皇
帝
陛
下
は
、
人
民
の
君
と
な
り
師
と
な
る
と
い
う
天
命

を
受
け
、
大
宝
の
位
（
帝
位
）
に
登
り
、
臣
下
と
庶
民
と
を
守
り
助
け
る

こ
と
に
務
め
励
ん
で
怠
り
ま
せ
ん
。
陛
下
が
群
臣
を
教
え
導
く
時
は
、
丁

寧
に
数
千
言
を
重
ね
て
、
た
だ
臣
下
が
罪
を
犯
す
の
を
恐
れ
る
ば
か
り
で

す
。
い
つ
く
し
み
と
思
い
遣
り
の
心
が
い
つ
も
言
外
に
現
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
帝
舜
の
「
刑
を
科
す
る
こ
と
は
慎
重
に
し
よ
う
。」（
原
文
。
惟
刑

之
恤
。『
書
経
』
舜
典
の
句
。
本
訳
注
本
文
篇
第
一
章
第
一
節
を
参
照
。）

と
い
う
心
で
す
。
愚
か
な
民
が
法
律
を
知
ら
ず
に
罪
に
陥
る
こ
と
を
あ
わ

れ
ん
で
、
死
刑
を
科
す
る
か
否
か
の
判
断
を
法
官
が
仰
ぎ
ま
す
と
、
陛
下

は
悲
し
み
で
心
が
穏
や
か
で
は
な
く
、
減
刑
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
こ

れ
は
禹
王
が
罪
人
を
見
て
泣
く
（『
説
苑
』
巻
一
）
時
の
心
で
す
。
た
だ

賄
賂
を
貪
る
官
吏
だ
け
は
、
元
朝
の
悪
弊
を
受
け
継
い
で
、
白
米
の
中
の

砂
礫
、
栗
や
黍き

び

の
中
の
稂

い
ぬ
あ
わや
莠は

ぐ
さ（
ど
ち
ら
も
苗
を
害
す
る
草
）
に
異
な
ら

な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
や
む
を
得
ず
、
厳
し
い
法
律
を
用
い
て
貪
吏
を
取

り
締
ま
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
即
位
し
て
以
来
、
し
ば
し
ば
大
臣
に
詔
し

て
、
新
し
い
律
を
改
定
し
、
そ
れ
が
五
、
六
回
に
及
ん
で
も
倦
ま
な
か
っ

た
の
は
、
つ
ね
に
人
民
を
活
か
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

こ
の
た
び
、
ま
た
特
に
、
刑
部
尚
書
の
劉
惟
謙
（
生
歿
年
不
詳
。『
明

史
』
巻
一
三
八
に
伝
が
あ
る
。）
に
勅
し
て
、
も
う
一
度
、
従
来
の
多
く

の
律
を
比
較
検
討
し
て
、
罪
刑
が
釣
り
合
っ
た
律
を
編
纂
さ
せ
ま
し
た
。

一
篇
の
草
案
が
出
来
上
が
る
ご
と
に
書
き
写
し
て
上
奏
し
、
そ
れ
を
殿
中

の
西
の
廊
下
の
壁
に
掲
げ
、
皇
帝
自
ら
筆
を
取
っ
て
判
断
を
下
し
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
陛
下
が
人
民
を
あ
わ
れ
み
い
つ
く
し
む
心
が
帝
舜
や
禹

王
の
思
い
遣
り
の
心
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
仰
ぎ
見
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。

『
易
経
』
に
「
山
の
上
に
火
が
あ
る
の
が
旅
の
卦
の
象
徴
で
あ
る
。
為

関
法

第
六
九
巻
四
号
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五
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政
者
は
そ
の
現
象
に
な
ら
っ
て
、
事
実
を
明
白
に
し
て
、
慎
重
に
刑
を
罪

人
に
科
す
る
。
し
か
も
裁
判
を
長
引
か
せ
な
い
。」（
本
訳
注
本
文
篇
第
一

章
第
七
節
を
参
照
。）
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
裁
判
は
慎
重
に
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。『
書
経
』
に
「
刑
を
用
い
る

の
は
、
刑
が
無
く
な
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。」（
大
禹
謨
。
本
訳
注
本
文

篇
第
一
章
第
六
節
を
参
照
。）
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
刑
を
用
い
て
刑

が
用
い
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
、
即
ち
、
民
が
罪
を
犯
さ
な
い
よ
う
に
す

る
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
陛
下
は
、
聖
慮
が
奥
深
く
、
上
は
天
理
を

考
察
し
、
下
は
人
情
を
推
量
し
て
、
こ
の
百
代
続
く
裁
判
基
準
を
作
り
上

げ
ま
し
た
。
ま
こ
と
に
『
易
経
』『
書
経
』
の
趣
旨
に
か
な
っ
て
い
ま
す
。

ゆ
く
ゆ
く
は
、
生
命
を
大
切
に
す
る
陛
下
の
徳
が
人
民
の
心
に
行
き
わ
た

り
、
日
月
の
光
が
照
ら
す
処
、
霜
露
が
降
り
る
処
で
は
ど
こ
で
も
、
生
命

を
有
す
る
者
は
皆
、
陛
下
か
ら
感
化
を
受
け
て
、
過
ち
を
改
め
て
善
人
と

な
り
、
天
下
の
平
和
が
完
全
に
実
現
す
る
の
を
見
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ

う
。臣

、
惟
謙
は
、
洪
武
六
年
（
一
三
七
三
）
冬
十
一
月
に
詔
を
受
け
、
明

く
る
年
の
二
月
に
律
の
書
が
完
成
し
ま
し
た
。
そ
の
篇
目
は
も
っ
ぱ
ら
唐

律
に
従
い
ま
し
た
。
編
纂
の
過
程
で
は
、
条
文
を
削
っ
た
り
増
や
し
た
り
、

も
と
の
ま
ま
に
し
た
り
し
て
、
罪
刑
の
軽
重
が
釣
り
合
う
よ
う
に
務
め
ま

し
た
。
謹
ん
で
宮
殿
の
庭
に
伏
し
て
、
律
の
書
を
進
上
し
て
、
完
成
を
報

告
申
し
上
げ
ま
す
。」

【原
文
】

国
朝
翰
林
院
学
士
宋
濂
、
撰
進
（
も
と
「
進
撰
」
に
作
る
。『
重
刊
祥

刑
要
覧
』
に
従
っ
て
改
め
た
。）
大
明
律
表
有
曰
、
自
軒
轅
以
来
、
代
有

刑
官
、
而
五
刑
之
法
漸
著
。
逮
魏
文
侯
師
於
李
悝
、
始
采
諸
国
刑
典
、
造

法
経
六
篇
。
漢
蕭
何
加
以
三
篇
、
通
號
九
章
。
曹
魏
劉
劭
又
衍
漢
律
、
為

十
八
篇
。
晋
賈
充
又
参
魏
律
、
為
二
十
篇
。
唐
長
孫
無
忌
等
、
又
取
漢
魏

晋
三
家
、
擇
可
行
者
、
定
為
十
二
篇
。
大

皆
以
九
章
為
宗
。
歴
代
之
律
、

至
於
唐
亦
可
謂
集
厥
大
成
矣
。

洪
惟
陛
下
、
受
上
天
（『
文
憲
集
』
巻
一
所
収
「
進
大
明
律
表
」
は

「
上
天
」
を
「
億
兆
」
に
作
る
。）
君
師
之
命
、
登
大
宝
位
、
保
佑
（『
文

憲
集
』
巻
一
は
「
佑
」
を
「
乂
」
に
作
る
。）
臣
民
、
孳
孳
弗
怠
。
其
訓

迪
（「
迪
」
を
も
と
「
廸
」
に
作
る
。）
群
臣
、
諄
復
数
千
言
、
唯
恐
其
有

犯
。
慈
愛
仁
厚
之
意
、
毎
見
於
言
外
。
是
大
舜
惟
刑
之
恤
之
義
也
。
矜
憫

愚
民
無
知
、
陷
於
罪
戻
、
法
司
奏
讞
、
輒
惻
然
不
寧
、
多
所
寛
宥
。
是
神

禹
見
辜
而
泣
之
心
也
。
唯
貪
墨
之
吏
、
承
踵
元
弊
、
不
異
白
粲
中
之
沙
礫
、

禾
黍
中
之
稂
莠
也
。
乃
不
得
已
、
假
峻
法
縄
之
。
是
以
臨
御
以
来
、
屢
詔

大
臣
、
更
定
新
律
、
至
五
六
而
弗
倦
者
、
凡
欲
生
斯
民
也
。

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
（
七
）
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今
又
特
勑
刑
部
尚
書
劉
惟
謙
、
重
會
衆
律
、
以
協
厥
中
。
毎
一
篇
成
、

輒
繕
書
上
奏
。
掲
於
西
廡
之
壁
、
親
御
翰
墨
、
為
之
裁
定
。
由
是
、
仰
見

陛
下
仁
民
愛
物
之
心
、
与
虞
夏
帝
王
同
一
哀
矜
也
。

易
曰
、
山
上
有
火
旅
。
君
子
以
明
慎
用
刑
、
而
不
留
獄
。
言
獄
不
可
不

謹
也
。
書
曰
、
刑
期
于
無
刑
。
言
辟
以
止
辟
、
而
民
自
不
敢
犯
也
。
陛
下

聖
慮
淵
深
、
上
稽
天
理
、
下
揆
人
情
、
成
此
百
代
之
準
縄
。
実
有
易
書
之

旨
（『
文
憲
集
』
巻
一
は
「
旨
」
字
の
前
に
「
奥
」
字
が
あ
る
。）。
行
見

好
生
之
徳
、
洽
于
民
心
。
凡
日
月
所
照
、
霜
露
所
墜
、
有
血
気
者
、
莫
不

上
承
神
化
、
改
過
遷
善
、
而
悉
臻
雍
熙
之
治
矣
。

臣
惟
謙
、
以
洪
武
六
年
冬
十
一
月
受
詔
、
明
年
二
月
書
成
。
篇
目
一
準

之
於
唐
。
其
間
或
損
或
益
、
或
仍
其
旧
、
務
合
軽
重
之
宜
。
謹
俯
伏
闕
庭
、

投
進
以
聞
。（
以
上
、
第
十
五
丁
表
第
十
行
か
ら
第
十
六
丁
裏
第
六
行
。）

【訓
読
】

国
朝
の
翰
林
院
学
士
の
宋
濂
、
大
明
律
を
進

た
て
ま
つる
表
を
撰
し
て
曰
う
有
り
。

軒
轅
よ
り
以
来
、
代
々
刑
官
有
り
て
、
五
刑
の
法
漸
く
著あ

ら
わる
。
魏
の
文
侯
、

李
悝
を
師
と
す
る
に
逮お

よ

び
、
始
め
て
諸
国
の
刑
典
を
采
り
、
法
経
六
篇
を

造
る
。
漢
の
蕭
何
、
加
う
る
に
三
篇
を
以
て
し
、
通
し
て
九
章
と
号
す
。

曹
魏
の
劉
劭
、
又
た
漢
律
を
衍
し
、
十
八
篇
と
為
す
。
晋
の
賈
充
、
又
た

魏
律
を
参
し
、
二
十
篇
と
為
す
。
唐
の
長
孫
無
忌
等
、
又
た
漢
魏
晋
の
三

家
を
取
り
、
行
う
可
き
者
を
択
び
、
定
め
て
十
二
篇
と
為
す
。
大
概
皆
、

九
章
を
以
て
宗
と
為
す
。
歴
代
の
律
、
唐
に
至
り
、
亦
た
厥そ

の
大
成
を
集

む
と
謂
う
可
し
。

洪こ
こ

に
惟お

も

う
に
、
陛
下
は
上
天
君
師
の
命
を
受
け
、
大
宝
の
位
に
登
り
、

臣
民
を
保
佑
し
、
孳
孳
と
し
て
怠
ら
ず
。
其
の
、
群
臣
を
訓
迪
す
る
や
、

諄
復
す
る
こ
と
数
千
言
、
唯
だ
其
の
犯
す
有
る
を
恐
る
る
の
み
。
慈
愛
仁

厚
の
意
、
毎つ

ね

に
言
外
に
見あ

ら

わ
る
。
是
れ
大
舜
の
惟こ

れ
刑
を
之
れ
恤う

れ

う
る
の

義
な
り
。
愚
民
の
知
る
無
く
し
て
罪
戻
に
陥
る
を
矜
憫
し
、
法
司
、
奏
讞

す
れ
ば
、
輙
ち
惻
然
と
し
て
寧
か
ら
ず
。
寛
宥
す
る
と
こ
ろ
多
し
。
是
れ

神
禹
、
辜
を
見
て
泣
く
の
心
な
り
。
唯
だ
貪
墨
の
吏
、
元
の
弊
を
承
踵
し
、

白
粲
中
の
沙
礫
、
禾
黍
中
の
稂
莠
に
異
な
ら
ざ
る
の
み
。
乃
ち
已
む
を
得

ず
、
峻
法
を
仮
り
、
之
れ
を
縄
す
。
是
を
以
て
臨
御
以
来
、
し
ば
し
ば
大

臣
に
詔
し
、
新
律
を
更
定
し
、
五
六
に
至
り
て
倦
ま
ざ
る
は
、
凡
そ
斯
民

を
生
か
さ
ん
と
欲
す
れ
ば
な
り
。

今
又
た
特
に
刑
部
尚
書
の
劉
惟
謙
に
勅
し
、
重
ね
て
衆
律
を
会
し
、
以

て
厥そ

の
中
に
協か

な

わ
し
む
。
一
篇
成
る
ご
と
に
、
輙
ち
繕
書
し
て
上
奏
す
。

西
廡
の
壁
に
掲
げ
、
親
ら
翰
墨
を
御
し
、
之
れ
が
為
め
に
裁
定
す
。
是
れ

に
由
り
、
陛
下
の
仁
民
愛
物
の
心
は
、
虞
夏
の
帝
王
と
同
一
の
哀
矜
な
る

を
仰
ぎ
見
る
な
り
。

関
法

第
六
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易
に
曰
く
、
山
上
に
火
有
る
は
旅
な
り
。
君
子
以
て
明
ら
か
に
慎
ん
で

刑
を
用
い
て
、
し
か
も
獄
を
留
め
ず
。
と
。
獄
は
謹
ま
ざ
る
可
か
ら
ざ
る

を
言
う
な
り
。
書
に
曰
く
、
刑
は
刑
無
き
を
期
す
、
と
。
辟
以
て
辟
を
止

め
て
、
民
を
し
て
自
ら
敢
て
犯
さ
ざ
ら
し
む
る
を
言
う
な
り
。
陛
下
は
聖

慮
淵
深
に
し
て
、
上
は
天
理
を
稽か

ん
がえ
、
下
は
人
情
を
揆は

か

り
、
此
の
百
代
の

準
縄
を
成
す
。
実
に
易
書
の
旨
有
り
。
ゆ
く
ゆ
く
は
、
生
を
好
む
の
徳
、

民
心
に
洽あ

ま
ねく
、
凡
そ
日
月
の
照
ら
す
と
こ
ろ
、
霜
露
の
墜
つ
る
と
こ
ろ
、

血
気
有
る
者
、
上
よ
り
神
化
を
承
け
、
過
ち
を
改
め
善
に
遷
り
て
、
悉
く

雍
熙
の
治
に
臻い

た

ら
ざ
る
莫
き
を
見
る
な
ら
ん
。

臣
惟
謙
は
洪
武
六
年
冬
十
一
月
を
以
て
詔
を
受
け
、
明
年
二
月
に
書
成

る
。
篇
目
は
一
に
之
れ
を
唐
に
準
ず
。
其
の
間
、
或
い
は
損
し
、
或
い
は

益
し
、
或
い
は
其
の
旧
に
仍
り
、
務
め
て
軽
重
の
宜
し
き
に
合
わ
す
。
謹

ん
で
闕
庭
に
俯
伏
し
、
投
進
し
て
以
聞
す
。

上
文
の
第
一
段
落
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
魏
の
『
法
経
』
六
篇
、
漢
の

『
九
章
律
』、
曹
魏
の
十
八
篇
の
律
、
晋
の
二
十
篇
の
律
、
及
び
唐
の
十
二

篇
の
律
の
編
纂
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
『
晋
書
』
刑
法
志
及
び
『
旧
唐

書
』
刑
法
志
に
記
さ
れ
て
い
る
。『
晋
書
』
刑
法
志
は
内
田
智
雄
編
『
訳

注
中
国
歴
代
刑
法
志
』（
創
文
社
、
昭
和
三
十
九
年
）
に
、『
旧
唐
書
』
刑

法
志
は
同
編
『
訳
注
続
中
国
歴
代
刑
法
志
』（
同
上
、
昭
和
四
十
五
年
）

に
和
訳
が
あ
る
。

第
三
節

『通
書
』『
二
程
遺
書
』『
東
坡
集
』
の
抜
書
き

岩
村
藩
刊
本
の
第
十
六
丁
裏
第
七
行
か
ら
第
十
七
丁
裏
第
二
行
ま
で
を

第
三
節
と
す
る
。
こ
の
部
分
は
、
周
敦
頤
（
一
〇
一
七
～
一
〇
七
三
）
が

著
し
た
『
通
書
』
の
刑
第
三
十
六
章
、
朱
熹
編
『
二
程
遺
書
』
巻
二
十
五
、

伊
川
先
生
語
十
一
、
暢
潜
道
録
、
及
び
蘇
軾
『
東
坡
集
』
巻
六
十
二
、
史

評
、
梁
統
議
法
の
抜
書
き
で
あ
る
。『
通
書
』
は
『
周
元
公
集
』（
景
印
四

庫
全
書
本
）
巻
一
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
見
た
。『
二
程
遺
書
』
は

『
二
程
集
』（
中
華
書
局
）
所
収
『
河
南
程
氏
遺
書
』
を
見
た
。『
東
坡
集
』

は
『
三
蘇
全
集
』（
道
光
十
三
年
刊
本
の
影
印
本
。
中
文
出
版
社
）
に
収

め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
見
た
。『
図
書
編
』（
前
節
参
照
。）
巻
一
二
二
、

論
治
刑
獄
の
文
章
は
、『
祥
刑
要
覧
』
の
こ
の
第
三
節
と
し
た
部
分
及
び

次
の
第
四
節
と
し
た
部
分
の
文
章
と
全
く
同
じ
で
あ
る
の
で
、『
祥
刑
要

覧
』
の
文
章
を
引
き
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

【和
訳
】

宋
の
周
濂
溪
（
濂
溪
は
周
敦
頤
の
号
。）
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
（
七
）

九

(九
五
〇
)



「
天
は
春
に
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
を
発
生
さ
せ
る
。
生
き
物
が
発
生
す
る
と

数
が
限
界
に
達
す
る
。
発
生
を
止と

め
な
い
と
数
が
限
界
を
越
え
て
し
ま
う
。

故
に
秋
に
発
生
を
止と

め
る
。
聖
人
は
天
に
則
り
、
春
の
よ
う
な
政
治
を

行
っ
て
万
民
を
養
う
。
民
が
盛
ん
で
あ
る
と
、
欲
が
動
き
情
が
勝
ち
、
利

を
得
る
人
と
害
を
受
け
る
人
と
が
攻
め
合
う
。
抑
止
し
な
い
と
、
殺
し

合
っ
て
人
類
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
故
に
秋
の
よ
う
な
刑
を
用
い
て

懲
ら
し
め
る
。
事
実
は
曖
昧
で
あ
り
無
限
で
あ
る
。
公
平
で
聡
明
で
果
断

な
者
で
な
け
れ
ば
、
裁
判
を
行
っ
て
刑
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る
。『
易
経
』
の
訟
の
卦
に
「
大
人
を
見
る
に
利よ

ろ

し
。」
と
記
さ
れ
て
い

る
の
は
、「
大
人
」
即
ち
裁
判
官
が
剛
直
で
公
平
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

『
易
経
』
の
噬
嗑
の
卦
に
「
獄
を
用
い
る
（
裁
判
を
行
う
）
に
利よ

ろ

し
。」
と

記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
裁
判
官
が
活
動
的
で
聡
明
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

あ
あ
、
広
大
な
天
下
で
刑
を
主
る
裁
判
官
は
民
の
命
を
託
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
任
用
は
慎
重
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

【原
文
】

宋
濂
溪
周
子
（『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
は
「
子
」
字
の
後
に
「
有
言
」
の

二
字
が
あ
る
。）
曰
、
天
以
春
生
万
物
（『
周
元
公
集
』
巻
一
所
収
『
通

書
』
は
「
万
物
」
の
後
に
「
止
之
以
秋
」
の
四
字
が
あ
る
。）、
物
之
生
也

既
成
矣
。
不
止
則
過
焉
。
故
得
秋
以
成
。
聖
人
之
法
天
、
以
政
養
万
民

（『
周
元
公
集
』
巻
一
は
「
万
民
」
の
後
に
「
肅
之
以
刑
」
の
四
字
が
あ

る
。）。
民
之
盛
也
、
欲
動
情
勝
、
利
害
相
攻
。
不
止
則
賊
滅
無
倫
焉
。
故

得
刑
以
治
。
情
偽
微
曖
（「
曖
」
を
も
と
「

」
に
作
る
。）、
其
変
千
状
。

苟
非
中
正
明
達
果
断
者
、
不
能
治
也
。
訟
卦
曰
、
利
見
大
人
。
以
剛
得
中

也
。
噬
嗑
曰
、
利
用
獄
。
以
動
而
明
也
。
嗚
呼
、
天
下
之
広
、
主
刑
者
、

民
之
司
命
。
任
用
可
不
慎
乎
。（
以
上
、
第
十
六
丁
裏
第
七
行
か
ら
第
十

七
丁
表
第
三
行
。）

【訓
読
】

宋
の
濂
溪
周
子
曰
く
、
天
は
春
を
以
て
万
物
を
生
ず
。
物
の
生
ず
る
や

既
に
成
る
。
止と

ど

め
ざ
れ
ば
則
ち
過
ぐ
。
故
に
秋
を
得
て
以
て
成
す
。
聖
人

の
、
天
に
法の

っ
とる
、
政
を
以
て
万
民
を
養
う
。
民
の
盛
ん
な
る
や
、
欲
動
き

情
勝
ち
、
利
害
相
攻
む
。
止
め
ざ
れ
ば
則
ち
賊
滅
し
て
倫
無
し
。
故
に
刑

を
得
て
以
て
治
む
。
情
偽
は
微
曖
に
し
て
、
其
の
変
は
千
状
な
り
。
苟
く

も
中
正
明
達
果
断
の
者
に
非
ず
ん
ば
、
治
む
る
能
わ
ざ
る
な
り
。
訟
の
卦

に
曰
く
、
大
人
を
見
る
に
利よ

ろ

し
、
と
。
剛
に
し
て
中
を
得
る
を
以
て
な
り
。

噬
嗑
に
曰
く
、
獄
を
用
い
る
に
利よ

ろ

し
、
と
。
動
き
て
明
な
る
を
以
て
な
り
。

嗚
呼
、
天
下
の
広
き
、
刑
を
主
る
者
は
民
の
司
命
な
り
。
任
用
、
慎
ま
ざ

る
可
け
ん
や
。
と
。

関
法

第
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右
の
部
分
を
和
訳
す
る
に
当
た
っ
て
、
西
晋
一
郎
・
小
糸
夏
次
郎
訳
註

『
太
極
図
説
・
通
書
・
西
銘
・
正
蒙
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
三
八
年
）
を
参

考
に
し
た
。

【和
訳
】

程
子
（
程
頤
（
一
〇
三
三
～
一
一
〇
七
）
を
指
す
。）
が
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。「
聖
人
の
知
識
に
は
不
足
が
無
い
は
ず
で
あ
る
。
聖
人
の

行
動
に
は
不
備
が
無
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
『
書
経
』
で
は
、
堯

舜
を
称た

た

え
て
「
刑
は
必
ず
罪
に
釣
り
合
い
、
賞
は
必
ず
功
に
釣
り
合
う
。」

と
は
言
わ
ず
に
、「
罪
が
重
い
か
軽
い
か
疑
わ
し
い
と
き
は
軽
い
刑
を
科

し
、
功
が
重
い
か
軽
い
か
疑
わ
し
い
と
き
は
重
い
賞
を
与
え
る
。
罪
の
無

い
人
を
死
刑
に
処
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
尋
常
で
は
な
い
大
罪
を
犯
し
た

者
の
刑
を
軽
く
す
る
。」（
大
禹
謨
。
本
訳
注
本
文
篇
第
一
章
第
六
節
を
参

照
。）
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
被
疑
者
を
無
理
に
罪
に
入
れ
よ
う
と
す
る

後
世
の
酷
薄
な
議
論
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。」

【原
文
】

程
子
曰
、
聖
人
所
知
、
宜
無
不
至
也
。
聖
人
所
行
、
宜
無
不
盡
也
。
然

而
書
称
堯
舜
、
不
曰
刑
必
当
罪
、
賞
必
当
功
、
而
曰
罪
疑
惟
軽
、
功
疑
惟

重
、
与
其
殺
不
辜
、
寧
失
不
経
。
異
乎
後
世
刻
核
之
論
矣
。（
以
上
、
第

十
七
丁
表
第
四
行
か
ら
第
七
行
。）

【訓
読
】

程
子
曰
く
、
聖
人
知
る
と
こ
ろ
、
宜
し
く
至
ら
ざ
る
無
か
る
べ
き
な
り
。

聖
人
行
う
と
こ
ろ
、
宜
し
く
尽
く
さ
ざ
る
無
か
る
べ
き
な
り
。
然
れ
ど
も
、

書
に
堯
舜
を
称た

た

う
る
に
、
刑
必
ず
罪
に
当
た
り
、
賞
必
ず
功
に
当
た
る
と

曰
わ
ず
し
て
、
罪
の
疑
わ
し
き
は
惟こ

れ
軽
く
し
、
功
の
疑
わ
し
き
は
惟
れ

重
く
す
。
其
の
、
不
辜
を
殺
す
よ
り
は
寧
ろ
不
経
に
失
す
。
と
曰
う
は
、

後
世
の
刻
核
の
論
に
異
な
る
な
り
。
と
。

【和
訳
】

蘇
東
坡
（
一
〇
三
六
～
一
一
〇
一
）
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
後
漢
の
梁
統
（
字
は
仲
寧
。
光
武
帝
の
時
に
活
躍
し
た
。）
が
「
本
朝
の

高
祖
・
恵
帝
・
文
帝
・
景
帝
は
、
法
律
を
重
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家

を
興
隆
さ
せ
、
哀
帝
・
平
帝
は
、
法
律
を
軽
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家

を
衰
退
さ
せ
ま
し
た
。」
と
上
言
し
た
。
幸
い
に
も
当
時
こ
の
意
見
は
採

用
さ
れ
な
か
っ
た
（『
後
漢
書
』
巻
三
十
四
、
梁
統
伝
）。
こ
の
意
見
は
、

人
は
若
い
時
に
は
酒
色
を
節
制
し
な
く
て
も
健
康
で
あ
る
が
、
年
老
い
る

と
節
制
し
て
も
病
気
に
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
酒
色
は
寿
命
を
延
ば
す

こ
と
が
で
き
る
、
と
主
張
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
正
し
い
わ
け
が
な

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
（
七
）

一
一

(九
四
八
)



い
。
梁
統
は
後
漢
の
名
臣
で
あ
る
が
、
一
た
び
こ
の
意
見
を
提
出
し
た
た

め
に
、
天
か
ら
罪
を
受
け
て
、
そ
の
子
の
松
と
竦
と
は
二
人
と
も
冤
罪
で

獄
死
し
た
。
四
代
後
の
子
孫
の
冀
は
と
う
と
う
一
族
を
滅
ぼ
し
た
。
あ
あ
、

悲
し
い
こ
と
で
あ
る
。
戒
め
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
天
網
は
目
が
粗

い
が
漏
ら
さ
な
い
。
法
律
を
重
く
せ
よ
と
主
張
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。」

【原
文
】

東
坡
蘇
氏
曰
、
東
漢
梁
統
上
言
、
高
恵
文
景
（『
東
坡
集
』
巻
六
十
二
、

梁
統
議
法
は
「
景
」
字
の
後
に
「
宣
武
」
二
字
が
あ
る
。）、
以
重
法
興
、

哀
平
以
軽
法
衰
。（『
東
坡
集
』
巻
六
十
二
は
「
衰
」
字
の
後
に
「
因
上
言

乞
増
重
法
律
」
八
字
が
あ
る
。）
頼
当
時
不
従
其
議
。
此
如
人
年
少
時
不

節
酒
色
而
安
、
及
老
雖
節
而
病
。
便
謂
酒
色
可
以
延
年
、
可
乎
。
統
亦
東

京
名
臣
、
一
出
此
言
、
獲
罪
于
天
。
其
子
松
竦
、
皆
死
非
命
。
冀
卒
滅
族
。

嗚
呼
、
悲
夫
。
戒
哉
。
踈
而
不
漏
、
可
不
慎
（『
東
坡
集
』
巻
六
十
二
は

「
慎
」
を
「
懼
」
に
作
る
。）
乎
。（
以
上
、
第
十
七
丁
表
第
八
行
か
ら
第

十
七
丁
裏
第
二
行
。）

【訓
読
】

東
坡
蘇
氏
曰
く
、
東
漢
の
梁
統
上
言
す
ら
く
、
高
恵
文
景
は
法
を
重
く

す
る
を
以
て
興お

こ

り
、
哀
平
は
法
を
軽
く
す
る
を
以
て
衰
う
、
と
。
頼

さ
い
わ
いに

当

時
、
其
の
議
に
従
わ
ず
。
此
れ
人
、
年
少
の
時
は
酒
色
を
節
せ
ず
し
て
安

ら
か
な
る
も
、
老
に
及
ん
で
は
節
す
と
雖
も
病
む
が
如
し
。
便
ち
酒
色
は

以
て
年
を
延
ぶ
可
し
と
謂
い
て
可
な
ら
ん
や
。
統
も
亦
た
東
京
の
名
臣
な

り
。
一
た
び
此
の
言
を
出
だ
し
、
罪
を
天
よ
り
獲
た
り
。
其
の
子
の
松
・

竦
、
皆
、
非
命
に
死
す
。
冀
、
卒つ

い

に
族
を
滅
す
。
嗚
呼
、
悲
し
い
か
な
。

戒
め
よ
。
疎
に
し
て
漏
ら
さ
ず
。
慎
ま
ざ
る
可
け
ん
や
。
と
。

『
東
坡
志
林
』（『
唐
宋
史
料
筆
記
叢
刊
』
所
収
、
中
華
書
局
）
巻
四
、

人
物
、
王
嘉
軽
減
法
律
事
見
梁
統
伝
の
文
章
は
、『
東
坡
集
』
の
「
梁
統

議
法
」
の
文
章
と
同
じ
で
あ
る
。

梁
統
の
子
の
竦
の
曽
孫
で
あ
る
梁
冀
は
、
順
帝
の
皇
后
及
び
桓
帝
の
皇

后
の
兄
と
し
て
権
力
を
奮
っ
た
が
、
桓
帝
の
延
熹
二
年
（
一
五
九
）
に
族

滅
さ
れ
た
。『
後
漢
書
』
梁
統
伝
に
「
冀
及
び
妻
の
寿
、
即
日
皆
自
殺
す
。

（
中
略
）
諸
梁
及
び
孫
氏
（
冀
の
妻
の
一
族
）
の
中
外
宗
親
を
詔
獄
に
送

り
、
長
少
と
無
く
皆
、
棄
市
す
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

第
四
節

『朱
子
語
類
』『
晦
菴
集
』『
南
軒
集
』
の
抜
書
き

岩
村
藩
刊
本
の
第
十
七
丁
裏
第
三
行
か
ら
第
十
八
丁
裏
第
八
行
ま
で
を

第
四
節
と
す
る
。
こ
の
部
分
は
、『
朱
子
語
類
』
巻
一
一
〇
、
論
刑
、
朱

関
法

第
六
九
巻
四
号

一
二

(九
四
七
)



子
撰
『
晦
菴
集
』
巻
十
四
、
戊
申
延
和
奏
箚
一
、『
朱
子
語
類
』
巻
一
〇

六
、
外
任
、
潭
州
、
及
び
張
栻
（
一
一
三
三
～
一
一
八
〇
）
撰
『
南
軒

集
』
巻
十
一
、
潭
州
重
脩
左
右
司
理
院
記
の
抜
書
き
で
あ
る
。『
朱
子
語

類
』
は
中
日
合
璧
本
（
中
文
出
版
社
）
を
見
た
。『
晦
菴
集
』
及
び
『
南

軒
集
』
は
景
印
四
庫
全
書
本
を
見
た
。

【和
訳
】

朱
子
が
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
今
の
人
が
、
刑
を
減
じ
る
べ
き

だ
、
と
説
い
て
い
る
の
は
、
た
だ
、
犯
罪
者
の
憐
れ
む
べ
き
点
を
見
る
だ

け
で
、
被
害
者
を
と
り
わ
け
心
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
知
ら
な

い
の
で
あ
る
。
強
盗
し
て
人
を
殺
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
人
は
、

そ
の
命
を
助
け
た
い
と
思
う
一
方
で
、
殺
さ
れ
た
人
に
罪
が
無
い
こ
と
を

全
く
気
に
か
け
な
い
。
こ
れ
は
、
盗
賊
の
た
め
に
尽
力
し
た
い
と
思
う
け

れ
ど
も
、
罪
の
無
い
人
の
立
場
は
考
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
饑

饉
の
せ
い
で
窃
盗
に
走
っ
た
よ
う
な
場
合
は
、
情
状
を
酌
ん
で
、
罪
の
大

小
軽
重
を
考
え
て
、
処
罰
す
る
べ
き
で
あ
る
。」

【原
文
】

朱
子
曰
、
今
人
説
軽
刑
、
只
見
所
犯
之
人
可
憫
、
不
知
被
傷
者
尤
可
念

也
。
如
刼
盗
殺
人
、
人
多
知
求
其
生
（『
朱
子
語
類
』
巻
一
一
〇
は
「
知

求
其
生
」
を
「
為
之
求
生
」
に
作
る
。）、
殊
不
念
死
者
之
無
辜
。
是
知
為

盗
賊
計
、
而
不
為
良
人
地
。
若
（『
朱
子
語
類
』
巻
一
一
〇
は
「
若
」
字

の
後
に
「
如
酒
税
偽
会
子
及
」
七
字
が
あ
る
。）
飢
荒
窃
盗
之
類
、
可
以

情
原
大
小
軽
重
処
之
。（
以
上
、
第
十
七
丁
裏
第
三
行
か
ら
第
六
行
。）

【訓
読
】

朱
子
曰
く
、
今
の
人
、
刑
を
軽
く
せ
よ
と
説
く
は
、
只
だ
、
犯
す
と
こ

ろ
の
人
の
憫
れ
む
可
き
を
見
て
、
傷
を
被
る
者
の
尤
も
念
う
可
き
を
知
ら

ざ
る
な
り
。
刼
盗
し
て
人
を
殺
す
如
き
は
、
人
、
多
く
、
其
の
生
を
求
む

る
を
知
る
も
、
殊
に
、
死
者
の
辜
無
き
を
念
わ
ず
。
是
れ
盗
賊
の
為
め
に

計
る
を
知
り
て
、
良
人
の
地
を
為
さ
ず
。
飢
荒
窃
盗
の
類
の
若ご

と

き
は
、
情

を
以
て
大
小
軽
重
を
原た

ず

ね
て
之
れ
を
処
す
可
し
。
と
。

右
の
文
章
は
『
朱
子
語
類
』
巻
一
一
〇
、
論
刑
の
文
章
の
抜
書
き
で
あ

る
。

【和
訳
】

朱
子
が
ま
た
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
妻
が
夫
を
殺
し
た
一
件
、
族
子
が
族
父
（
族
子
を
自
分
と
す
る
と
、

族
父
は
自
分
の
三
従
兄
弟
の
父
）
を
殺
し
た
一
件
、
及
び
小
作
人
が
地
主

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
（
七
）

一
三

(九
四
六
)



を
殺
し
た
一
件
で
、
法
官
は
刑
を
議
論
し
て
、
結
局
、
死
刑
を
減
じ
て
流

刑
を
科
し
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
、
人
を
殺
し
た
者
が
死
刑
に
な
ら
ず
、
人

を
傷
つ
け
た
者
が
刑
を
受
け
な
い
な
ら
ば
、
堯
舜
の
二
帝
や
三
王
（
禹

王
・
湯
王
・
文
王
・
武
王
）
で
さ
え
も
、
そ
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
政
治

を
行
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
し
て
や
、
父
に
対
す
る
子
、
君
に
対
す

る
臣
、
夫
に
対
す
る
妻
（
原
文
。
父
子
之
親
、
君
臣
之
義
、
三
綱
之
重
。

「
三
綱
」
は
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
の
関
係
と
い
う
意
味
。）
と
い
う
、
赤
の

他
人
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
重
い
関
係
に
あ
る
者
が
、
相
手
を
殺
傷

し
た
と
き
に
、
死
刑
に
な
ら
ず
、
刑
を
受
け
な
い
よ
う
で
は
、
ど
う
し
よ

う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
ら
ゆ
る
こ
の
よ
う
な
種
類
の
、
教
化
の
根
本
に
関

わ
る
事
件
に
対
し
て
、
法
官
が
経
書
に
記
さ
れ
て
い
る
道
理
に
従
っ
て
裁

き
を
行
わ
ず
、
低
俗
な
学
者
の
浅
は
か
な
意
見
や
変
わ
り
者
の
間
違
っ
た

説
や
欲
深
い
官
吏
の
私
的
な
議
論
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
天
理

も
人
道
も
ど
れ
ほ
ど
が
滅
亡
に
至
ら
ず
に
済
む
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、

舜
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
刑
が
行
わ
れ
な
い
」（
原
文
。
無
刑
。）
状
態
が
一

体
い
つ
に
な
っ
た
ら
実
現
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

な
す
べ
き
こ
と
は
、
経
書
と
史
書
、
及
び
古
今
の
賢
人
哲
人
の
議
論
の

中
で
、
教
化
と
刑
罰
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章
を
広
く
採
集
し
て
、

そ
の
肝
要
な
箇
所
を
切
り
取
っ
て
、
編
集
し
て
一
冊
の
書
物
を
作
る
こ
と

で
す
。
そ
し
て
、
古
典
を
学
ん
で
官
僚
に
な
ろ
う
と
す
る
読
書
人
と
、
行

政
に
従
事
し
て
民
を
治
め
る
官
僚
す
べ
て
と
に
教
え
て
、
古
の
聖
王
が
礼

を
定
め
、
教
え
を
広
め
、
刑
を
定
め
、
法
を
公
に
し
た
理
由
の
大
体
を
皆

に
ほ
ぼ
知
ら
せ
て
、
官
僚
が
陰
で
そ
の
場
し
の
ぎ
の
た
め
や
、
善
い
報
い

を
受
け
る
た
め
に
法
律
を
曲
げ
る
は
か
り
ご
と
を
行
わ
な
い
よ
う
に
す
る

べ
き
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
教
化
が
実
現
す
る
助
け
と
な
り
、
陛
下
が
生

命
を
大
切
に
し
刑
殺
を
嫌
い
、
刑
が
行
わ
れ
な
い
状
態
を
目
指
す
本
心
に

か
な
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

【原
文
】

又
曰
、
或
以
妻
殺
夫
、
或
以
族
子
殺
族
父
、
或
以
地
客
殺
地
主
。
有
司

議
刑
、
卒
従
流
宥
之
法
。
夫
殺
人
者
不
死
、
傷
人
者
不
刑
、
雖
二
帝
三
王
、

不
能
以
此
為
治
。
況
係
父
子
之
親
、
君
臣
之
義
、
三
綱
之
重
、
非
凡
人
所

比
者
乎
。
諸
若
此
類
、
渉
於
人
倫
風
化
之
本
者
、
有
司
不
以
経
術
義
理
裁

之
、
而
世
儒
之
鄙
論
、
異
端
之
邪
説
、
俗
吏
之
私
計
、
得
以
行
乎
其
間
、

則
天
理
民
彛
、
幾
何
不
至
於
泯
滅
。
而
舜
之
所
謂
無
刑
者
、
又
何
日
而
可

期
哉
。

宜
博
采
経
史
（『
晦
菴
集
』
巻
十
四
は
「
博
采
経
史
」
の
前
に
「
宜
」

字
が
な
く
、「
又
詔
儒
臣
」
の
四
字
が
あ
る
。）
及
古
今
賢
喆
議
論
、
及
於

教
化
刑
罰
之
意
者
、
刪
其
精
要
（『
晦
菴
集
』
巻
十
四
は
「
精
要
」
の
後

関
法

第
六
九
巻
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に
「
之
語
」
二
字
が
あ
る
。）、
聚
為
一
書
、
以
教
学
古
入
官
之
士
与
凡
執

事
（『
晦
菴
集
』
巻
十
四
は
「
事
」
を
「
法
」
に
作
る
。）
治
民
之
官
、
皆

使
略
知
古
先
聖
王
所
以
勑
典
敷
教
、
制
刑
明
辟
之
大
端
、
而
不
敢
陰
為
姑

息
果
報
便
文
之
計
、
則
庶
幾
有
以
助
成
世
教
、
而
仰
称
（『
晦
菴
集
』
巻

十
四
は
「
称
」
字
の
後
に
「
陛
下
」
二
字
が
あ
る
。）
好
生
悪
殺
（『
晦
菴

集
』
巻
十
四
は
「
殺
」
を
「
死
」
に
作
る
。）、
期
於
無
刑
之
本
意
。（
以

上
、
第
十
七
丁
裏
第
七
行
か
ら
第
十
八
丁
表
第
九
行
。）

【訓
読
】

又
た
曰
く
、
或
い
は
妻
を
以
て
夫
を
殺
し
、
或
い
は
族
子
を
以
て
族
父

を
殺
し
、
或
い
は
地
客
を
以
て
地
主
を
殺
す
。
有
司
、
刑
を
議
し
、
卒つ

い

に

流
宥
の
法
に
従
う
。
夫
れ
人
を
殺
す
者
死
せ
ず
、
人
を
傷
つ
く
る
者
刑
せ

ら
れ
ず
ん
ば
、
二
帝
三
王
と
雖
も
、
此
れ
を
以
て
治
を
為
す
能
わ
ず
。
況

ん
や
父
子
の
親
、
君
臣
の
義
、
三
綱
の
重
き
に
係
り
、
凡
人
の
比
す
る
と

こ
ろ
に
非
ざ
る
者
を
や
。
諸

も
ろ
も
ろの
此
く
の
若
き
類
、
人
倫
風
化
の
本
に
渉
る

者
は
、
有
司
、
経
術
義
理
を
以
て
之
れ
を
裁
せ
ず
し
て
、
世
儒
の
鄙
論
、

異
端
の
邪
説
、
俗
吏
の
私
計
、
以
て
其
の
間
に
行
わ
る
る
を
得
れ
ば
、
則

ち
天
理
民
彜
、
幾い

く

何ば
く

か
泯
滅
に
至
ら
ざ
ら
ん
。
而
し
て
舜
の
謂
う
と
こ
ろ

の
刑
無
き
者
、
又
何い

つ

の
日
に
し
て
期
す
可
け
ん
や
。

宜
し
く
博
く
経
史
及
び
古
今
賢
哲
の
議
論
の
、
教
化
刑
罰
の
意
に
及
ぶ

者
を
采
り
、
其
の
精
要
を
刪
り
、
聚
め
て
一
書
と
為
し
、
以
て
古
を
学
び

官
に
入
ら
ん
と
す
る
の
士
と
凡
そ
事
を
執
り
民
を
治
む
る
の
官
と
を
教
え
、

皆
を
し
て
略ほ

ぼ
古
先
の
聖
王
、
典
を
勅
し
教
え
を
敷
き
、
刑
を
制
し
辟
を

明
ら
か
に
す
る
所
以
の
大
端
を
知
ら
し
め
て
、
敢
て
陰ひ

そ

か
に
姑
息
果
報
便

文
の
計
を
為
さ
ざ
ら
し
む
べ
し
。
則
ち
以
て
世
教
を
助
成
し
て
、
仰
ぎ
生

を
好
み
殺
を
悪に

く

み
、
刑
無
き
を
期
す
る
の
本
意
に
称か

な

う
有
る
に
庶ち

幾か

か
ら

ん
。
と
。

右
の
文
章
は
『
晦
菴
集
』
巻
十
四
、
戊
申
延
和
奏
箚
一
の
抜
書
き
で
あ

る
。「
戊
申
」
は
南
宋
の
孝
宗
の
淳
熙
十
五
年
（
一
一
八
八
）
で
あ
る
。

『
宋
史
』
巻
四
二
九
、
道
学
、
朱
熹
伝
に
「（
淳
熙
）
十
五
年
、（
中
略
）

入
奏
す
。
首は

じ
めに
、
近
年
、
刑
獄
、
当
を
失
し
、
獄
官
、
当
に
其
の
人
を
択

ぶ
べ
き
を
言
う
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
延
和
奏
箚
」
の
「
延
和
」
は
延

和
殿
で
あ
る
。

「
宜
し
く
博
く
経
史
及
び
古
今
の
賢
哲
の
議
論
の
、
教
化
刑
罰
の
意
に

及
ぶ
者
を
采
り
、
其
の
精
要
を
刪
り
、
聚
め
て
一
書
と
為
す
べ
し
。」
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
呉
訥
は
こ
の
意
見
に
触
発
さ
れ
て
、『
祥
刑
要
覧
』

を
編
集
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
（
七
）

一
五

(九
四
四
)



【和
訳
】

朱
子
が
ま
た
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
今
の
人
が
裁
判
を
行
う
と

き
は
、
被
告
人
の
行
為
の
是
非
善
悪
を
問
わ
ず
、
ひ
た
す
ら
温
情
に
従
う

こ
と
に
務
め
て
い
る
。
そ
ん
な
こ
と
で
は
、
ど
う
し
て
姦
人
を
増
長
さ
せ
、

悪
人
に
恩
恵
を
与
え
な
い
で
済
む
で
あ
ろ
う
か
。
お
よ
そ
裁
判
を
行
う
と

き
は
、
案
件
を
無
心
の
境
地
で
扱
い
、
被
告
人
の
犯
罪
行
為
を
調
べ
て
、

犯
罪
の
実
情
を
考
察
し
、
刑
の
軽
重
、
処
分
の
寛
厳
に
つ
い
て
、
し
か
る

べ
き
判
決
を
下
す
の
が
よ
い
の
で
あ
る
。
い
つ
も
厳
し
い
判
決
を
下
す
の

は
も
ち
ろ
ん
よ
く
な
い
。
そ
の
反
対
に
、
自
分
は
ひ
た
す
ら
寛
大
な
判
決

を
下
し
た
い
と
言
う
だ
け
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
間
違
っ
た
裁
判
が
も

た
ら
す
弊
害
も
ま
た
軽
く
は
な
い
。」

【原
文
】

又
曰
、
今
人
獄
事
（『
朱
子
語
類
』
巻
一
〇
六
は
「
獄
事
」
の
後
に

「
只
管
理
会
要
従
厚
不
知
」
九
字
が
あ
る
。）、
不
問
是
非
善
悪
、
只
務
従

厚
、
豈
不
長
姦
恵
悪
。
大
凡
事
付
之
無
心
、
因
其
所
犯
、
考
其
実
情
、
軽

重
厚
薄
、
付
之
当
然
可
也
。
若
従
薄
者
、
固
不
是
。
只
云
我
只
要
従
厚
、

則
此
病
所
係
、
亦
不
軽
。（
以
上
、
第
十
八
丁
表
第
十
行
か
ら
第
十
八
丁

裏
第
三
行
。）

【訓
読
】

又
た
曰
く
、
今
の
人
の
獄
事
は
、
是
非
善
悪
を
問
わ
ず
、
只
だ
務
め
て

厚
き
に
従
う
。
豈
に
姦
を
長
じ
悪
を
恵
ま
ざ
ら
ん
や
。
大
凡
、
事
は
之
れ

を
無
心
に
付
し
、
其
の
犯
す
と
こ
ろ
に
因
り
、
其
の
実
情
を
考
え
、
軽
重

厚
薄
、
之
れ
を
当
然
に
付
し
て
可
な
り
。
若
し
薄
き
に
従
う
者
は
、
固も

と

よ

り
是
な
ら
ず
。
只
だ
、
我
は
只
だ
厚
き
に
従
う
を
要
す
と
云
え
ば
、
則
ち

此
の
病
の
係
る
と
こ
ろ
も
亦
た
軽
か
ら
ず
。
と
。

右
の
文
章
は
『
朱
子
語
類
』
巻
一
〇
六
、
外
任
、
潭
州
の
文
章
の
抜
書

き
で
あ
る
。
田
中
謙
二
『
朱
子
語
類
外
任
篇
訳
註
』（
汲
古
書
院
、
一
九

九
四
年
。
一
七
〇
頁
か
ら
一
頁
）
に
和
訳
が
あ
り
、
参
考
に
し
た
。

【和
訳
】

張
南
軒
（
南
軒
は
張
栻
の
号
。）
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
裁
判

を
行
っ
て
、
正
し
い
判
決
が
下
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
理
由
は
、
思
う
に

い
く
つ
か
あ
る
。
官
吏
が
賄
賂
を
受
け
取
っ
た
か
ら
、
と
い
う
の
は
も
ち

ろ
ん
論
外
で
あ
る
。
あ
る
裁
判
官
は
理
屈
を
振
り
回
し
て
自
分
は
聡
明
で

あ
る
と
思
い
、
別
の
裁
判
官
は
そ
の
場
し
の
ぎ
で
悪
人
に
情
け
を
か
け
る
。

上
は
高
官
の
意
向
を
見
て
、
判
決
を
重
く
し
た
り
軽
く
し
た
り
し
、
下
は

胥
吏
の
偽
り
の
言
葉
に
惑
わ
さ
れ
て
、
判
断
を
変
え
る
。
事
実
を
調
べ
尽

関
法

第
六
九
巻
四
号

一
六

(九
四
三
)



く
す
こ
と
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
威
力
を
用
い
て
被
告
人
を
脅
す
。
罪
を
犯
し

た
理
由
を
究
明
す
る
こ
と
な
く
、
い
き
な
り
法
律
を
適
用
す
る
。
こ
の
よ

う
な
理
由
で
、
正
し
い
判
決
が
下
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。」

【原
文
】

南
軒
張
氏
（『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
は
「
氏
」
を
「
先
生
」
に
作
る
。）
曰
、

治
獄
所
以
多
不
得
其
平
者
、
蓋
有
数
説
。
官
吏
売
獄
、
固
不
足
論
（『
南

軒
集
』
巻
十
一
は
「
官
吏
」
以
下
八
字
を
「
吏
与
利
為
市
固
所
不
論
」
九

字
に
作
る
。）。
而
或
矜
知
巧
以
為
聡
明
、
持
姑
息
以
恵
姦
慝
。
上
則
視
大

官
之
趨
向
、
而
重
軽
其
手
、
下
則
惑
胥
吏
之
浮
言
、
而
二
三
其
心
。
不
盡

其
情
、
而
一
以
威
怵
之
、
不
原
其
初
、
而
一
以
法
縄
之
。
如
是
不
得
其
平

者
多
矣
。（
第
十
八
丁
裏
第
四
行
か
ら
第
八
行
。）

【訓
読
】

南
軒
張
氏
曰
く
、
獄
を
治
む
る
に
多
く
其
の
平
を
得
ざ
る
所
以
の
者
は
、

蓋
し
数
説
有
り
。
官
吏
、
獄
を
売
る
は
、
固
よ
り
論
ず
る
に
足
ら
ず
。
而

し
て
或
い
は
知
巧
を
矜ほ

こ

り
、
以
て
聡
明
と
為
し
、
姑
息
を
持
し
、
以
て
姦

慝
を
恵
む
。
上
は
則
ち
大
官
の
趨
向
を
視
て
、
其
の
手
を
重
軽
し
、
下
は

則
ち
胥
吏
の
浮
言
に
惑
い
て
、
其
の
心
を
二
三
に
す
。
其
の
情
を
尽
く
さ

ず
し
て
、
一
に
威
を
以
て
之
れ
を
怵お

そ

れ
し
め
、
其
の
初
め
を
原た

ず

ね
ず
し
て
、

一
に
法
を
以
て
之
れ
を
縄
す
。
是
く
の
如
く
、
其
の
平
を
得
ざ
る
者
多
し
。

と
。右

の
文
章
は
『
南
軒
集
』
巻
十
一
、
潭
州
重
脩
左
右
司
理
院
記
の
抜
書

き
で
あ
る
。

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
（
七
）

一
七

(九
四
二
)


